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午後 ６時３０分開会 

──────────────────────────────────────────────── 

１ 開会 

──────────────────────────────────────────────── 

２ 議事 

○会長 それでは、早速議事に入らせていただきたいと思います。４件資料がございまし

て、１件目から順次資料説明を承った後、質疑応答という段取りにさせていただければ

と思います。 

  まず、資料の１ページから２ページにかけて、事務局から資料説明をお願いいたしま

す。 

○教育支援課長 では、議事（１）武蔵野市立小中学校の将来の児童生徒数推計について、

１ページ、２ページをご覧ください。こちらについて説明をいたします。 

  平成30年度の児童生徒数の推計が出ました。学校ごとに今後15年間の児童数の推計を

表に示しております。こちらの推計は、これまでの実際の児童数の推移ですとか、出生

率、転入転出率、私立小中学校への入学率、在住の児童生徒に対する入学率、また今後

予定されているマンションの開発などを加味して出された数値でございます。 

  ２年前の推計と比較しますと、児童数、生徒数として増加はするものの、前回ほど急

激な増加とはなっておりません。前回は急激に増加をし、急激に減少するという傾向が

見られたんですけれども、今回は緩やかに増加をし、緩やかに減少していくという傾向

が見られます。これは、推計をとった時点でのその直近の実際の児童数の増加率などが

多分に影響しているということから、このような数値になってございます。 

  そして、表の網かけをした部分については、例えば教室の転用だとか、改修をしなけ

れば教室数が不足するという年度であります。第一小、第二小、第五小、関前南小、そ

して第一中が該当しています。おおむね１教室から２教室ほど不足するという結果が出

ております。 

  そして、２ページの２、想定される対策ということで、校舎内の改修ですとか、余剰

の部屋の転用による普通教室の確保、また今のままの学校給食の施設ですと給食数が不

足してくるので、共同調理場の建て替え、また教室のほかにあそべえ・学童クラブにつ

いても不足してくるところについては、スペースを確保していかなければいけません。

また大野田小学校については、教育支援センターという施設が入っていますので、こち



－3－ 

らの移転も検討しなければなりません。そして学区につきましては、桜野小学校につい

て、前回の推計ほどは増加は見られないのですけれども、当面は900人台、800人台で推

移をしていくということで、前回の審議会でも出ましたように、第２校庭を使っている

だとか、あるいはこれまで校舎の増築を重ねてきて、これ以上の増築が難しいこと、ま

たＰＴＡの運営ですとか青少協の行事にもすでに影響が出てきているということから、

学区の一部の見直しは必要なのではないかというふうに見ております。 

  参考１と参考２につきましては、前回の審議会で出された市立小中学校への入学率、

これはこの５年間の実績値を出しております。 

  小学校については、在住の児童数に対して市立小学校に入学しているのが約85％にな

っております。最大、最小というのが、これは学校の数字でありまして、最も多い学校

では93％の児童が市立小学校に入っています。最も少ない学校で77％の児童が市立小学

校に入っているということです。 

  参考２は、市立の中学校の入学率です。こちらは小学校と比べまして低い数字で、平

均で55％ということで数字が出ております。最も多い学校で66％、最も少ない学校で

46％という実績値になっております。 

  桜野小以外の学区については、この推計を踏まえますと、校舎の改修ですとか、あそ

べえ・学童のスペースの確保などの建物による対応ができれば、学区の変更までは必要

がないのではないかと考えています。他の学区の詳細な分析のデータについてはまた次

回の審議会にお示しをしたいと考えております。 

  児童生徒数の推計の説明については以上でございます。 

○会長 それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見を頂戴したいと思いま

す。いかがでしょうか。 

○副会長 念のために確認ですが、今回の30年度時点での推計には、桜野小学校区の境二

丁目計画の新しい大規模集合住宅の数字というのは反映されていると読んでよろしいで

しょうか。 

○教育支援課長 そうですね。境二丁目の計画については、桜野小の児童数の中に含まれ

ています。 

○会長 新しい学校をつくるということではなく対応ができないか、というのが基本的な

スタンスということでございます。いろんな自治体がこういう状態にあって、横浜市も

そうだし、この近辺の自治体もそうですけれども、多々推計データを見るといずれ減少
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傾向に移るというのが全国的な状況で、しかも元に戻らない。中長期的に今の出生率が

続くとなると、落ち込み続けるという可能性があり、それで横浜市は朝日新聞か何かに

取り上げられましたけれども、教室数が足りなくなってどうするかということで、地域

との話し合いが進んだ中で、住民からは新校をつくってほしいという意見が出てくるん

ですけれども、市の教育委員会にとっては、10年ぐらい経つと結局天井になって、そこ

から下降に移るということで、プレハブをつくったらどうかという意見などいろんな話

が出ていたようです。最終的には10年間だけ学校として存続する新校をつくるというこ

とで折り合ったということは聞いたんですけれども、ただ10年というのがどういう契約

なのかはよくわからない。非常に苦慮していることは、どこでも同じなんです。 

  この２のところは、あとで詰めていかなきゃいけないので、事務局のほうでプラスし

て何か提供できるような情報ございますか。 

○教育企画課長 補足をします。この網かけの部分について、先ほど説明がありましたと

おり、校舎内の改修工事をすれば、学校教育上の教室数というのは確保できるというふ

うに考えております。 

  ただ、１つここに想定される対策としてありますように、小学校の児童が増えるとい

うことは学童クラブに入るお子さんの数も増えるということになりまして、１人で２倍

の効果があるというところがございます。そういう意味では、今、大体の校舎の中に学

童クラブがあるのですが、現在の校舎内では対応するのが難しく、敷地内で何か別に建

物をつくらなければいけないとか、そういった可能性というのはこれらの学校の中では

出てくることはあるのかなというふうには思います。ただ全体的には、先ほど会長が言

われたように、新しい学校をつくるとかつくらないとか、そういったようなものすごい

増え方をするということはないというふうに考えているところです。 

○教育支援課長 そのほかに、この児童数、生徒数が増えていることの要因として考えら

れるのは、以前までは、武蔵野市ですと武蔵野市で生まれた子についてはそのまま進学

をし、家族を持つ年齢になると、なかなか市内の物件が購入できないので市外の住宅を

買っていた、あるいは学生になって市内に入ってきても、家庭を持つようになるとまた

市外に出るという傾向があったんですけれども、最近の傾向だと、市内のマンションも

比較的求めやすい価格帯になってきたということから、武蔵野市に住み続けるという傾

向が出てきています。 

  その反面、今回の人口推計の特色が、主に吉祥寺エリアに外国人の留学生、若い20代
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から30代の方が入ってきていて、前回の人口推計では、その方々が引き続き武蔵野に住

むというふうな見方をしていたんですけれども、現実はやはり留学して一定のスキルを

身につけたら帰国するというケースもまま見られたので、そんなところも今回加味した

こともあり、前回ほどの顕著な伸びが出ていないということが結果として出ています。 

○会長 この推計データを見ると、特に中学校になると流出が厳しくなる。都内で多分一

番大きいぐらいですね。港区が一番で47、48％。港区、千代田区、中央区、渋谷区、そ

れから武蔵野と。都内はどうしても私学、国立が近隣にたくさんあるために流出してし

まうということがあります。学校差が随分あるみたいですけれども。 

○教育支援課長 市立中学校の入学率についても、平成30年度は55％ということですが、

10年前だともっと高かったんです。なのでこの市立中学校への入学率についても長期的

に見ると減少傾向が見られています。 

○会長 それでは、２番の桜野小学区・第二中学区の変更案という箇所でございます。 

  ３ページから６ページに資料がございますので、まず事務局からご説明お願いいたし

ます。 

○教育支援課長 では、（２）桜野小学区・第二中学区の変更案についてということで、

３ページ、４ページにつきましては、前回もお示しした桜野小と第二小の学区域でござ

います。 

  ５ページ、６ページにつきまして、今回、桜野小学区の変更案ということで提示をさ

せていただいております。児童数推計を踏まえて、依然桜野小については900人台、800

人台という高い児童数で推移をしているということから、このような変更案を提示させ

ていただいております。 

  ５ページの１、変更の理由ですが、桜野小学校については、平成19年ごろから大規模

集合住宅の建設などにより児童数が大幅に増加をしてきており、平成30年度時点では

924名になっています。この間、北校舎と西校舎の増築校舎の建設、また校舎内の改修、

第２校庭の使用などの対策に取り組んできました。しかしながら、引き続き高い水準で

の推移が見込まれること、またそのほか学校の運営、校庭の使用ですとかジャンボリー

などの行事にも影響が出ているということから、桜野小学校、第二小学校の学区変更を

行い、適切な学習指導環境の確保を図るということで、このような変更案を出しており

ます。 

  具体的には、２の学区変更案というところで、今回、この大規模集合住宅の建設が計



－6－ 

画をされている街区、境二丁目22番を桜野小学区から第二小学区に変更するという案を

出しております。そして、第二中学校と第六中学校の境界線も同じ線でありますので、

あわせて第二中学校から第六中学校に変更するという案を出しております。 

  平成32年度というのは、この大規模集合住宅が完成をする年度ということで、平成32

年度の新入学者、転入学者から適用するということで示しております。 

６ページについては経過措置についてです。具体的には、（１）については、31年度

末で桜野小、第二中学校に在籍している方は、引き続き通うことができるということ。

（２）が、30年度、31年度に入学した場合は、卒業まで通うことができるということ。 

  あと（３）、平成32年度以降に入学予定の場合で、入学時点でお兄さん、お姉さんが

桜野小学校、あるいは第二中学校に通っている場合は、桜野小学校、第二中学校に入学

することができるという経過措置を定めております。 

  そして（４）が、この学区変更によってどのような効果が出るかということです。32

年度から順次適用していきますので、５年から６年経つと30名から40名の子が第二小学

校に移っていくということになります。これに伴って、必要となる教室数も変わってき

ます。桜野小については、必要となる教室がおおむねマイナス１、第二小についてはプ

ラス１ということになっております。用意できる教室数については、桜野小が29教室で、

第二小については現状14教室なんですけれども、校舎内の部屋を転用することによって、

２教室は確保することができるということで、16教室必要になったとしても対応できる

ということでございます。 

  学区変更エリアについては、新しいマンションだけを変更することは地形上できない

ので、考え得る最小の単位での変更という案になっております。 

  変更案についての説明については以上でございます。 

○会長 この学区の変更についてが一番重要な箇所になるかと思います。ご質問、ご意見

ございましたらよろしくお願いいたします。 

○委員 現在、桜野小学校に通っているお子さんで、該当する地域に住んでいらっしゃる

お子さんというのは何人ぐらいいますか。 

○教育支援課長 ５ページの一番右下の地図をご覧ください。青い枠内の一番北の武蔵川

公園と書かれているあたりに戸建て住宅が建っております。こちらに数名桜野小学校に

通っている児童がいます。 

  この街区に集合住宅もあるんですけれども、こちらについては単身世帯住宅でありま
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して、児童は今現在住んでいない状況です。 

○副会長 今のお話で、その戸建てに住まわれている方の学区が今回変わった場合の変更

効果の数字というのは入っているのか。あるいは、これはマンションだけの大規模集合

住宅計画値だけの数字で見られているのか、どちらなんでしょうか。 

○教育支援課長 新たに開発をするマンションだけの数字です。 

○委員 ということは、現状、桜野小学校に通っているお子さんについては、そのまま桜

野小学校に通うことを見込んでいらっしゃるということですか。 

○教育支援課長 そうです。在籍中の児童は継続して通うことができるという対応をして

いきたいと考えています。 

○委員 新たに平成30年度ということで推計が出たところで、ぱっと見たところ、桜野小

に網かけがなくて、第二小学校に網かけがあります。費用対効果でいくと、第二小学校

を改修しなければならないにもかかわらず、加えて学区を変更しなければならないとい

うことは、第二校地以外に、あと学童のことを含めた上でのお話ということですか。 

○教育支援課長 今回、変更をするという判断ですね。第二校地のこともあります。現状、

桜野小学校については920人ということで、武蔵野市内でも突出して児童数が多い学校

になっております。ほかの学校については今１学年２クラスから３クラスで運営をして

いますが、桜野小学校については、今各学年４クラス以上で、多い学年では６クラスと

いうことで、例えば運動会でも、保護者が立ち見であったり、かなり学校運営が厳しい

状況であると認識しております。これ以上児童数が増えるとなると、運営もかなり厳し

い状況が続いていくということで、人数としては30人から40人なんですけれども、でき

る限り緩和をしていければというふうに考えております。 

  あと、第二小学校については、改修とここに書いているんですけれども、大規模な工

事をするというよりも、既存の例えば会議室ですとか多目的室を普通教室にするという

ことで対応が可能なので、費用がそんなにかかる改修ではないと見ています。 

○委員 もう１つなんですけれども、平成30年が今924人、これが推計でいくと一番マッ

クスの数字になるということですよね。今後、桜野小学校の児童数は減っていくという

ことを考えてでも、学区変更が必要だという説明はありますか。 

○教育支援課長 この児童数推計なんですけれども、もともとは全市の人口を推計してお

り、小さい単位になっていくとやはりある程度のぶれが生じてきてしまいます。長期的

に見るとこのとおり減っていくかというと、必ずしもそうならない可能性もあるので、



－8－ 

教育委員会としては、桜野小が長期間900人、800人で推移していくということであれば、

今できる限りの対策をとっていきたいなというふうな考えでございます。 

○委員 今年が平成30年で924人で現時点が一番多い。今後減っていくということを今お

聞きしたかったのと、私も青少協をやっていて、桜野地区さんがジャンボリーで今大変

人数が多くて、そろそろ抽選になるのではないかというようなことも言っていたので大

変だということも聞いているんです。今この推計が、先ほど聞いたらマンションが建っ

たときも含めての推計で、今後減っていくという考えだと、マンションが増えるから学

区を変更するというよりは、今の学校生活に支障をきたしているということが大きいと

いうことですか。 

○教育企画課長 補足をしまして、今桜野小については、もともと400人ぐらいの人数が

倍以上になり、増築を２回行いました。校庭も狭いので隣の校庭も使っているという状

況で、もうこれ以上教室の捻出のしようがないところまでやり尽くしている感があるん

です。そういった意味では、この人口推計が上振れして、実数が上回った場合にもう手

だてがないというのが、整備を担当する教育企画課としては怖いところです。二小はこ

れまで何もする必要がなかったということと、普通教室の形状の部屋がまだあり、それ

を例えば会議室であったり、少人数教室であったりいろんな形で使っていますのでそれ

を普通教室に戻すという感覚なので、それほどの工事ではなく、すぐ対応ができるので、

どちらかというと二小のほうに寄せておきたいかなというところです。また、ここの地

区はもともとほぼ農地だったところで、それほど多くの人が住んでおらず、学区を変更

しても地域への影響が比較的少ないという、総合的な理由がございます。 

○委員 第１回目の審議会の資料をもしお持ちであれば見ていただけると、この推計は28

年度実施の推計が上段に書かれていますが、下段に当該年齢の人口、住民基本台帳上の

人口に入学率を掛けて算出した参考値が載っているんですが、これが桜野小は、例えば

32年度で961人、平成33年度で968人、平成34年度で966人となっています。実際にお住

まいの入学予定のお子さんがそれだけいるということです。二小も平成35年度には441

人という数字になっているので、まだ生まれたばかりのお子さんですので今後どうなる

のかわからないんですが、そうすると両方とも教室数としては厳しいところです。教育

企画課長から説明があったとおり、桜野小に関しては上振れするリスクを考えると、も

う次の手段がないというのが１点あるかと思っています。 

  二小の場合も、二小にさらにこのマンション分が来ると二小も厳しくなるんだろうな
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という状況はありますが、二小に関してはある程度改修の可能性が考えられます。最悪

の場合を考えると、二小のほうが対応のしようはあるのかなというところがあるので、

そのあたりは皆さんのお考えにもよるかと思うんですが、人口推計だけでは導き切れな

い部分があるので、そのあたりも含めて検討したほうがいいかなというふうには思って

います。 

○委員 現状で子どもが教室にちゃんと入れるかどうかだけの問題ではなくて、例えば水

泳指導というと、学校のプールで150人以上の子どもたちが一度に泳ぐというのは非常

に危険性もありますので、分けなくてはならないとなっても、水泳指導は２単位時間で

やりますので、時間割を組むのも難しくなってくる。同じように、高学年になっていく

と専科の授業が増えてきたり、外国語活動が増えてきたり、少人数の部屋が必要であっ

たりというように、子どもたちに適切な学習環境を整える上でも、現状でもういっぱい

な状況であるので、少しでもよい環境で子どもたちに学びを受けさせていきたい。子ど

もたちの学びを保障していかなくてはならないという観点でも、900人規模は大変だろ

うなということが推察されます。そういった面でも、現状それぞれの学校に愛着がある

であろうなと思う気持ちも酌みつつ、少しでも緩和できたほうがいいのではないかなと

いうような気持ちがあります。 

○委員 ＰＴＡの立場から。ＰＴＡの会長会などで、やはり桜野小の会長さんから現在の

ＰＴＡ活動のお話が出るんです。その中で一番困っているのは、電話連絡網で、例えば

役員の選出などの選挙のことで全学年一斉に流して意見を回収しなくちゃいけない。昨

年はそれに３日かかっているんです。まったく緊急連絡になっていないんですという状

況のお話とかが現実には出ているんです。委員は青少協ですからジャンボリーの現状も

きっとご存じだと思うんですけれども、ジャンボリーでも、二小さんだと手伝いに行っ

てもほっとするのよ、全部の子どもの顔と名前が一致できるから。桜野小さんは申し訳

ないけれども、人数が多過ぎて賄い切れないんです、というのをジャンボリーに行って

いらっしゃる方からは聞こえてくるような状況だというのも伺っています。 

  ＰＴＡの立場からいけば、理想は全部のお子さんの顔と名前が一致していて行事をさ

せていただけるほうが絶対に安全ですよねという理念ではいます。あまり大型化してし

まうと、自分の中でも対応できる人数というのは決まってきてしまうと思いますし、今

はメールやラインの形で急速に一括で情報を流してその回答を集めることはできますが、

それもやはり回収した後、誰かが整理しなければならず、さらにその時間というのが今
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までの倍以上かかってしまうということであれば、迅速な対応が必要なときにＰＴＡも

どのくらい動けるのかという不安があると聞いています。 

  現実、今年井之頭小学校も昨年度からプラス100人近いお子さんを加えてＰＴＡも４

月にスタートしましたが、途端に混乱しまして、一時執行側がパンクしそうになったり

とかという事態もありました。それを上回るペースで増えていった桜野小さんは、そう

いう意味では、執行側としてもやっぱり少し緩和させていただければありがたいなと思

います。 

○委員 私は桜野小の隣の第二中学校の校長なので、いろいろ様子をうかがっていると、

例えばセカンドスクールのときには、先生方は担任だけじゃなくて、子どもたちの学び

の保障をするために補助になる先生方も現職員の中から連れていきます。そうした場合

どうするかというと、小学校は学級担任制で全てやっていますので、学習支援員であっ

たりとか指導員という方たちを新たに雇っています。私は、今この機会に桜野小の学び

の保障をするための見直しをする時期だろうなと思っております。今、最大限の力で桜

野小学校は教育活動に当たってくれています。それは隣の学校から見てもよくわかりま

す。それならば、今こういった機会があるのであれば、少しでも子どもたちの数を適正

な数に持っていくことが我々は大事であって、そういった意味でもこの学区の見直しと

いうのはとてもいい機会だと私は思っております。 

○委員 私の意見が学区変更をしないでほしいというように捉えられていらっしゃるかも

しれないですけれども、そういうことではなくて、ただただ今回の推計だけ見ていった

ときに、マンションが建っても人数が今後減っていきますよねということです。あくま

でもいただいた資料でしか私たちは判断できませんので、今日新しく出た資料を見て意

見を申し上げたたところです。 

  私も先ほど言いましたように青少協をやっていますし、ＰＴＡの方たちなど知ってい

る方もいらっしゃるので、桜野小学校のことはよく知っています。もっと深く言えばよ

かったんですけれども、この新しいマンションができるからという理由でここの学区を

変更するということはどうなのかなということを言いたくて。教育を受けさせることは

絶対必要ですし、ただこの地域だけでいいのかなということもまた学区変更で考えなけ

ればいけない。要は、適正な人数を考えなければいけないといったときに、本当にここ

でいいのか、ここだけの変更でいいのか、ということも含めなければいけません。今ま

で新しいマンションがいっぱいできてきたのに、今回はあっちに行ってくださいという
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ことが果たしていいのか。この場所には先ほど言っていた一戸建てにもう住んでいる方

もいらっしゃるので。もししっかりやるのであれば、13人とか15人という人数よりか、

もうちょっと増やして、桜野小学校を一気に減らしたほうがいいのではないかという意

見ももしかしたら地元から出るのではないかなというふうに思っております。 

  ですから、前回も言いましたとおり、地元の人たちの意見がまず大きいのかなという

のと、当の桜野小学校の先生たちがどう考えているのか。また教育委員会では桜野小学

校の適正な人数がどのぐらいだと考えているのか。二小も増えたら大変だということも

あったと思いますけれども、適正なバランス、要は、この区画だけでいいのかというと

ころも考えなければいけないのかなということを言いたかったんです。ですから、ただ

新しいマンションが建っちゃうからという理由の変更ではなくて、もっと適正な教育環

境を整えるための学区変更と言ったほうが私はいいのかなと思います。これは意見です。 

○会長 短期的な対応の問題と中長期的な問題、両方がどうも絡んでいる感じがいたしま

す。しかし、短期的であって、それがあまり大きな意味を持たないかというと、やっぱ

り目の前にいる、そこに在籍している子どもって、その時間・空間しかないわけだから、

だから短期的、中長期的というのは、とりあえず分けることはできるけれども、短期的

だから軽いという問題ではないんですよね。だからやっぱり短期的であれ中長期的であ

れ、子どもさんの教育環境をできる限り良好にしていくと。そのためにはどうしたらい

いかという知恵の出し方の問題かなという感じがします。事務局案は部分的に最小限の

通学区域変更ということで、収容対策の面としては乗り切れるんじゃないかということ

で案を出されていると思います。ただ長期的に考えれば、何でこの小さいところだけ攻

めていくのか、委員のご意見はすごい妥当だろうと思います。 

  ほかの方はいかがでしょうか。 

 ○委員 前回も言ったんですけれども、やはり地域ごとの特性とか、お祭りとか消防団

とか防災とかいろんなかかわりがあって、やはり地元の人たちに聞かないとどういう分

け方をしたほうがいいか、本当はこっちのほうがあっち寄りだというような意見ももし

かしたらあるかもしれないところもしっかり聞いていただきたいなというところがあり

ます。やはり一番は子どもたちのために、教育上適正な人数になるというところが大事

だと思います。 

○教育支援課長 学区の線の引き方については、やはり非常に悩ましいところではあるん

です。どこかで引かないといけないというところで、今回の推計、そしてまた前回の推
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計であったり、あるいは現在住んでいる未就学児がどれぐらいいるかというところを勘

案して、第二小についても桜野小ほどではないですが、一定増えているということもあ

りまして、ただ、このマンションだけを、この単体の建物だけ変更することがこの地形

上はできないというところで、今回この22街区ということで案として線を引いています。 

○委員 委員のおっしゃるとおり、学区を変更するというのは、そこの子どもたちの学校

が変わるということではなくて、いろんな地域活動にも影響がやっぱり出てくると思う

ので、非常に慎重にやらざるを得ないのかなというふうには思っているんです。ですの

で、最終的にこの人口推計とそれから実際にいる子どもたちの数字があって、絶対避け

なきゃいけないのは、子どもたちがいるのに学校に入れない状態、あるいは学校運営が

正常にできない状態にだけならないように最低限そこで学区を動かさないといけないと

いう部分で考える必要があるのかなとは思っています。そのあたりをこちらで判断をす

る必要があるのかなと思っています。 

○副会長 短期的に最小限度の変更でいくのか、あるいはもう抜本的に教育環境をよくし

ていこうということでもっと大規模に線の引き方を変え大きく学区を変えるのか、その

どちらかというような議論が今なされていたと思います。私は武蔵野市に住んでおりま

せんので、今日この審議会の前に少し歩いて、この予定地である22番地を歩いてみまし

た。かなり広大な土地があって、今回我々はここに建設予定の１つの130戸のマンショ

ンについて審議しているわけですけれども、さらに例えばまた何年か後にマンションが

建ったりとかそういうことがあり得るのか、実際「花の通学路」からその土地を見てい

て、どうなのかなと。確定した情報はないかもしれないんですけれども、非常に短期的

に対応するのか、長期的に対応するのか、どういう範囲の変更をするのかというのが非

常に重要な論点になるんじゃないかなと考えました。 

○会長 何か事務局のほうで情報はありますか。 

○教育企画課長 特に開発の情報ということではないのですが、潜在的なリスクとしまし

ては、やっぱり農地というのがあります。農地といいますのは、基本的には農地法に厳

しく守られていますので、あまり農地が宅地化するということはないのですが、2020年

に生産緑地法ができてから30年というところで、これまでは営農する人が亡くなったり

とかした場合にのみ農地が宅地に転用できる、農業委員会の許可でというのが、本人の

意思でも宅地化することができるというような予定があります。武蔵野市の農家さんは、

今でも武蔵野市で続けているぐらいですので、基本的には営農意欲の高い方が多いので
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すが、確かにそのあたりのことは教育委員会というか、市として気にはなっているとこ

ろではあります。 

  農地といいますのは、二小の学区にも桜野小の学区にもありますので、どちらでどこ

がどうなるというのは全く想像はつかないのですが、逆にいいますと、桜野小のほうに

もまだそういう余地が、巨大なああいうマンションではないですけれども、あるという

ことでございます。 

○会長 この問題は、この検討委員会の責任として、何回かの会合の中で一本に絞ってい

かないといけないんですよね。今回２回目ですけれども、３回目の前に市民の方対象の

いろんなヒアリングの機会とか説明の機会がありますよね。それを事務局に説明してい

ただいた後で、引き続きということはどうでしょうか。 

○教育支援課長 そうしましたら、８ページをご覧ください。 

  今日、第２回審議会ということで、今日の審議を踏まえて、９月に教育委員会定例会

ですとか市議会文教委員会がありますので、この審議会の議論について、また変更案に

ついて報告をしていき、またそれと同時に桜野小や二小、第二中や第六中の保護者の方、

また地域の福祉の会ですとか青少協の方ですとか、防災の会の方々への周知説明をして

いきたいと思っております。また、各団体の方々に個別に説明すると同時に、市報・ホ

ームページで広報を、また９月22日にはどなたでも来られる説明会を開催していきます。

その中でいろいろなご意見が出てくると思いますので、またそれを10月の第３回の審議

会で報告をしていきたいと考えております。 

  こちらのほうで考えていたのは、説明会を開催するに当たって、学区の線の引き方は、

今日の段階で審議会の案として決めていただきたいと考えています。 

○会長 今日が８月23日で、３回目が10月16日ということになっております。これが最終

ということで考えられておりますけれども、この間に一月、二月近くあるんです。この

間に教育委員会の定例会での進捗報告、それから市議会の文教委員会、進捗についての

行政報告、それから保護者、関係団体への周知説明、それから市報・市ホームページに

進捗及び説明会案内を掲載して、22日に説明会を行うと。そうすると、この２回目で大

きな方向づけとして、こういう方向が出ましたよと。一本化できなくても、我々の中で

多くの委員の理解を得たというのが１案ぐらいあって、ちょっとそれとニュアンスの違

うこういうのもあるんじゃないかという、１案か２案ぐらい出していく形にしないと、

議会にも説明しなきゃいけないですよね。その前に教育委員会の定例会にかけなきゃい
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けないと。定例会ではご審議いただいて、議案として出すのではなく報告事項ですよね、

きっと。 

○教育支援課長 そうですね。 

○会長 多分意見が必ずいろいろ出るでしょうから、だから出やすいようにするためには、

やっぱり１案か２案という何か優先順位をつけてもいいんですけれども、２つぐらいに

絞られた形で出してはどうでしょうか。１つの案は、この事務局のほうで出された３ペ

ージから６ページの今審議していただいているこの変更案、それに対して幾つかの意見

が出ていて、中長期的にむしろ学区をもうちょっと再編を膨らませた形でやってもいい

んじゃないかというご意見もありました。今のところこの２案でしょうか。 

１つは事務局案。これが完全に理解されているかどうかはちょっと後でお諮りしない

といけないんですけれども。もう１つは、副会長や委員がおっしゃったように、部分的

にやるんじゃなくて、長期的な展望を考えたら、もう少し拡大した形というんですか、

そういう再編の考え方というのもあるのではないかというそういう意見も出ました。 

  ほかに何か、どういう取りまとめをするのかということについてご意見をいただきた

いんですけれども、いかがでしょうか。 

○委員 今日与えられた資料の中で判断すると、私は３つの考え方があるのかなと思いま

す。１つは、今日提示された児童数推計から読み込んで、現状どおり。もう１つは、今

後の学校環境の適正化を含めた事務局案。もう１つは、今日は出ていない資料になりま

すけれども、その学校がどのぐらい今パンクしているのかどうかということが詳しくわ

からない状況ですし、さっきもプールの問題、学童の問題、いろいろ口頭では皆さんご

意見いただいてわかりましたけれども、実質現場の意見がまだわかっていません。資料

として上がってきていない状況なので、境二丁目22番だけではなくもっと学区を動かし

たほうがいいんじゃないかという意見もまた出てくるんではないかなという３つだと私

は思います。 

○会長 １番目の児童数推計に基づいてというのは具体的にどういうことですか。 

○委員 推計では平成30年度で924人で、今後推計上は減っていくにもかかわらず学区を

変更しなきゃいけないというのであれば、現状どおりでいいんじゃないですかというこ

とです。 

○会長 今、委員からきれいに整理していただいて助かっているんですけれども、１つ、

現状維持という意見。それと２つ目は事務局案ですね。３つ目は、何でこの地域の学区
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再編なんだというこれがちょっと今日のデータだけだとわかりにくいと。これはたぶん

施設関係のデータが出ていないんですよね。ちょっと大きな資料になっちゃうのでとい

うのがあったんだろうと思うんですけれども、図面との関係で桜野小は917人だと。平

成16年381人でそのときの教室の配置図面、その後、教室数が足りなくなり増やしたと

きの図面、それから現在どうなっているのかというこの図面という３つぐらいあるんじ

ゃないかと思う。そういうのが見えないと、もっと大幅にやらなきゃいけないのか、あ

るいは今のままでいいんじゃないかということとかの判断ができないというご意見だろ

うと思いますけれども。もうちょっと情報いただけないでしょうか、事務局。 

○委員 図面というか、学級と体育館とか校庭とかプールとか、あとランチルームとかが

授業時間数でなかなか組みにくいとか、今あふれているとかという実際大変だというこ

との現場の意見を教えていただければと思うんですけれども。 

○会長 そういう意味では、校長先生が先ほどおっしゃってくださったことというのは、

すごい重要な。 

○委員 そうですね。 

○会長 そういう話をもうちょっと細かくいただけるとわかりやすいというご意見かなと

思うんですけれども。武蔵野市ってやっぱり東京都の中で一番良好な住宅地ですから、

住めるのであれば住みたいと思う人はいっぱいいるだろうから、住宅、空き地があるの

であれば、法的な規制がクリアできるのであれば、生産緑地法の成立という話もありま

した。だから、そういう法的な規制がクリアされて、ある程度普通の人でも購入できる

ような住宅が出てくれば、多分住もうとする人がいっぱいいるんじゃないかと。空き地

がいろんなところにあるのであれば、そこら辺の見通しによっては、またさらに何年か

先に再編みたいなことを考えざるを得ないのかもしれない。それはそのときになってと

いうこともあり得ると思います。とりあえずこの10年間はどうするかということで、こ

の審議会というのは議論を進めているんだろうと思います。 

○委員 確かに１つ目、この学区変更をやらないという案と、それから今回の事務局が提

示している案というのはもちろんあると思うんですが、もう１つの例えば学校の適正規

模とかを考えた抜本的な学区の変更というのは、考え方としては非常にいいことだと思

います。ただしそうすると例えば桜野小と二小だけのこの２つの中で考えると、両方と

もいっぱいの状態なので、例えば桜野小を仮に国の標準規模で、このぐらいが適正なん

だろうと考えた規模に抑えるとすると、その分二小に持っていけるかというと、それが
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できない状況があります。そうするともっと市内広い全域で適正な規模を考えていかな

きゃいけないというのを今回の審議会でそこまで題材にするかということが出てくるの

かなと思うんですが。 

○会長 いかがでしょうか。重要なポイントなのでご意見伺えればと思います。 

○副会長 今、第二小も余裕がないというような状況なんでしょうか。 

○教育企画課長 現在は部屋に余裕がございます。本日の資料で、例えば現状が12クラス

から４クラス程度増えるとしますと、その分の普通教室はつくれるかなと。ただ、それ

に学童分がもし増えるとすると、そこでまた１部屋。そのぐらいまでいきますと、校舎

は大体使ってくる感じになってくるかなというふうに思っていますので、それ以上増え

た場合には、それなりに厳しく、また別な方法を考えなくてはいけないと思っています。 

○委員 平成35年の住民基本台帳から推定した現在生まれているお子さんで入学してくる

だろうというお子さんが今441人いるんです。そうすると、そこに例えば今回事務局が

提案している案だと、そこから例えば20人ぐらい増えるとすると、それで460人ぐらい

になります。460人ぐらいだとほぼ16教室でいっぱいいっぱいというぐらいの数字です。

入り切れないことはないと思うんですが、その時点でかなりもういっぱいの状態ではあ

るのかなというふうに思っています。 

○会長 それぞれの学校の敷地面積って出ましたか、資料で。差があると思うんですけれ

ども、多分１万平米上回るところもあるし、下回る7,000平米ぐらいのところもあるん

じゃないかと思う。そういう物理的な各学校のキャパというか、それも本当は見たほう

がわかりやすいということはあるんですよね。 

○教育企画課長 敷地面積というよりか校舎の使用可能な教室数とかそういったことにな

るかなと思いますが、それは本日はご用意しておりませんけれども、可能です。 

○会長 桜野小なんかはいっぱいなんですね。 

○教育企画課長 それはもう増設に次ぐ増設をしていますので。 

○会長 二小のほうもほぼいっぱい。 

○教育企画課長 今は余裕があるのですが、いずれ４つ、５つ教室が必要となってくれば

いっぱいになってきます。もし今皆様のご議論の中で、例えば100人規模ということを

イメージされているとしますと、ちょっと無理かなと。今の校舎では当然無理なので、

それこそ増築校舎とかということになってくるのですが、そうしますと二小は校庭が広

くないので、敷地がないかなということにはなってくるかなと思います。 
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○会長 いかがでしょうか。ほかにご発言のある方はどうぞ。 

○委員 でも、潜在的な数字というのは、実際にはまだあるわけですよね。今回130戸と

いうことですけれども、その130戸の入ってくるご家庭がどういう家族構成かというの

は当然まったく未知だということもありますし、そちらに入ってこられた方の中で既に

お子様がいらっしゃる方、今後産む方というのもいらっしゃるでしょうから、潜在的に

はやはり上振れの可能性というのはゼロじゃないという状況は残るということですよね。 

○教育企画課長 そのとおりです。これは今まだそこに存在しない方を推定してこれまで

の武蔵野市の開発の場合、大体このぐらい公立学校に入ってきたという率で計算してい

ます。ただ、先ほど教育支援課長も言いましたように増える可能性もありますし、逆に

同じ学区内なりで転居するという可能性もありますので、もうそこら辺はちょっと何と

もというところですね。 

○委員 ＰＴＡの会長会のほうで、井之頭小さんは今年お子さんがかなり多く入られたと

聞いたんですけれども、入学式のときに赤ちゃんを抱っこされているお母さんどのくら

いいましたと聞かれたんです。結構いましたよ、３割いかないかなぐらいと言ったら、

それが今後何年か続くんだからねと言われたんです。あ、そうか人口増加ってそういう

ことなんだとそのときはっとしました。どこで起こってもおかしくないのが武蔵野市な

んだろうなと思うんです。まだ土地が空いているところもありますし、変な言い方です

けれども、地主さんが世代交代なさっていない土地もかなりまだ残っていますので、今

後どこで起こってもおかしくないんだろうなとは思うんです。あくまでも保護者なので

あんまり強いことは言えないんですが、でもやっぱり今先生方の働き方改革の問題とか

いろんなことが取り沙汰されている中、子どもたちもやっぱり今年こんなに多くなっち

ゃって去年まで余裕がある教室がぱんぱんになっちゃったねというのは、なかなか子ど

もにとっても窮屈だとは思うんです。できれば、その学校の適正というのはそもそもあ

ると思いますので、やっぱりそちらを意識していただければなと保護者としては思いま

す。 

  桜野小さんが開校してすぐのときに野球の遠征で行かせていただいたことがあったん

です。井之頭小はブーメラン校舎なので、ちょっと校庭が曲がっているんです。真っす

ぐに線を引くのがなかなか難しい校庭なんですけれども、桜野小を見たときに本当に広

い校舎で、広い校庭で、うわ、いいな、うらやましいと思っていたんですが、やっぱり

人口増加が始まってから年々行かせていただくたびに何となく校庭が狭くなっていって
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いるよねというのを思いながら見ていました。野球で、ここから先がデッドラインにな

りますからというのがだんだん変わってきて、審判の方たちも毎年毎年協議しながらそ

れを続けているという形になっている。やっぱりそういうのがあちこちで起こってしま

わないような学区編成を考えていただければ本当は一番ありがたいんだろうなと思った

りします。そういう意味では、中長期の目というのはやはり必要になってくる視点だと

は思うんです。ただ今回の学区編成に関しては緊急性のあることも入っていると思いま

すので、どちらを優先するというのはどうしても出てくるのかなとは思います。 

○委員 私も根本的には学区を見直せば、それは学校のキャパに合った子どもたちが入れ

るようにすれば一番いいんですけれども、これから武蔵野市は建て替えの時期も始まり

ます。そしていろんな子どもたちもこれから多くなっていったり、またそれは予想です

から、先ほどのぶれもあるしということを考えると、今まさに目の前のことをまずどの

ようにするのか、桜野小学校の今多い人数をどのように、今が適正じゃないかと言えば、

それは今のある中の現状で増設とかしてやっていますけれども、そのある程度もういっ

ぱいいっぱいになっているものをどういうふうに緩和していくのかということを、いわ

ゆる目の前の課題を解決するということに私はこの会は重きを持ったほうがいいのかな

と。将来的には、先ほど申し上げたように適正規模に子どもたちが入れるようにという

のが理想です。ですので、少しずつそういったことも考えながら、決して場当たり的じ

ゃないんですけれども、今まさにやらなきゃいけない問題をここでは解決することがで

きればいいなと思っています。 

○副会長 どうしてもこの資料で何年に児童が何人という数字で我々は議論しているわけ

ですけれども、でも学区を引き直したり維持したりするというのは、考えてみればこの

一人一人のお子さんが将来どういう地域にかかわりどこの学校に通うのかとか、そうい

う問題だと思うんです。そうするとやっぱりその学区にもともと住んでいる子どもたち

からすると、来年のことだけ考えているんじゃなくて、５年後、10年後のことを親も一

緒に考えて夢を持って生活しているというふうに思います。そうすると、やっぱりそう

いう意味では、そこに住まわれている方の学区をいきなり大きく変えるというのは非常

に慎重な議論と判断が必要だなと思いました。 

  もう一方で、このマンションの販売というのは、もう10月に迫っていると。マンショ

ンを買われる方というのは、そのマンションに行ったら、当然小さなお子さんがいらっ

しゃれば、どの学校に自分の子が行くのかなということもきっと気になる重要な情報だ
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と思うんです。そうすると、そういう意味でもスケジュール的には先延ばしにはできな

いようなそういう議論が必要なんじゃないかなというふうには感じました。 

○委員 事務局の提案している案というのは、結局今いない人たちの学区域をどうしよう

かということであり、要するにこれからこの新しくできるであろうマンションを買われ

る方が二小に行くのか、桜野小に行くのかということで、現在住んでいる方々について

は、影響が少なくできるというか、一番平和的な解決の仕方ではないかなというような

気がしています。 

  さらに変えていくとなると、今住んでいる方々に対して学校を動かすということにな

り、もしかしたらもうここには住んでいない、学齢のお子さんがいないおうちもあるか

もしれないけれども、かつて母校として桜野小学校に通わせていたのだというような思

いというのは、卒業生の保護者も、学校に地域の教育力として非常に力をかしてくれる

存在であるので、理解を得ることをしっかりしていかないと、学校の運営自体に影響を

及ぼすというか、そういったこともあるのではないかなと思うので、この場でそういっ

た大きなところまで動かしていきましょうというのは、非常に難しいものがあるのでは

ないかなというふうに感じています。 

○教育支援課長 昨年度大野田小学校区の変更を決定したんですけれども、そのときの住

民の方とのやりとりの中で、教育委員会としても学区というのはできるだけ変更はした

くはない。ですけれども、一方でその学区に住んでいるすべての子どもたちを受け入れ

る教室を確保しなければならないということもお話をして、もう何回もお話をしてきま

した。率直な思いとしては、できるだけ必要最小限度の変更で、なおかつ適切な教育環

境を確保するということを基本的な考えとして持っているところです。 

○委員 桜野小学校は今本当にもうぱんぱんの状態で、先生方も大変な思いで、授業やら

学校行事やらをされているというのを聞くと、今の人数を維持していくだけでも本当に

大変なんじゃないかと思います。でも、今通っている子たちの学区を動かすというのも、

実際にそこに住んでいる人たちにとって学校が変わるというのはすごく大きいことだと

思うので、その辺本当に難しいと思います。 

  うちは子どもが関前南小学校だったんですけれども、関前は人数が少なくて、学級数

も少なくて、真ん中の子は１年生から５年生まで１学年１クラスでした。６年生になっ

て初めて２クラスになったんですけれども、そのぐらい人数が少ない学校だったので、

本当に単純な素人考えなんですけれども、それだったら第二小学校の学区の子たちをも
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うちょっと関前に移してもいいんじゃないのかななんて考えたりもします。でもやはり

そういう単純なことにはなかなかできないですよね。難しいです。 

○会長 大まかな考え方としては、事務局案をその柱としながら、できるだけ移動を小さ

くしようということで事務局案はできている感じがいたしますけれども、子どもたちの

環境をやっぱり最優先に考えていくとなると、とりあえず向こう10年はこれで対応して

いく。ただその後どうなるかということになると、武蔵野市もその懸案を持っていると

思いますけれども、公共施設の再編計画というものが総務省から自治体におりてきてい

て、いろんな自治体が公共施設の縮小をどうするかということで頭を痛めているんです。

私もいろいろ関係していて、小田原市とか、今度は埼玉県の上尾市が始まるんですけれ

ども、高齢化が進行していますから、高齢者対応の施設需要というのはどうしたって膨

らんでいくんです。そっちにお金をかけると、結局元手は税金ですから、決められたパ

イの中で高齢者施設に向けていくとなると、どこからかお金を集めなきゃいけない。そ

うすると、どうしても乳幼児とか児童生徒の対応施設に目が行き、小中学校の総数が多

過ぎるなんていう話まで出てきたりとかします。だからそういった分、議論というのが

10年後になると、武蔵野市でも同じように児童生徒が減少機運にかかっていきますよね。

その前あたりに話がもう出てくるんじゃないかなと思うんです。それはすごい厳しい問

題。 

  今、第２次ベビーブームの時期に新増設された学校が築50年ぐらいに差しかかってい

るんです。文科省の従前の全面改築の時期というのは築50年と言われていたから、それ

が補助金がもたないものだから長寿命化ということで60年とか、あるいは100年までも

たせようという動きなんですけれども。でも文科省の予算が学校数を圧縮しないともう

もたないというのははっきりしているんです。だからそれが自治体にも暗雲として立ち

込めていて、それをどうするのかというのがさらに大きな問題としていずれやってくる

かなと。 

  とりあえず今回は全３回で審議会が計画されているということで微修正の形で子ども

たちの学習環境、生活環境に支障をきたさないというところでまずつくっていこうとい

うことだろうと思います。みなさんからもそういう意見が多かったような気がするんで

すけれども、懸案はもちろん残っていますよ。もっと大きく学区再編を考えなきゃいけ

ないときが来ると思うんです。ここまででもしこの点が違うということがあれば出して

いただけないでしょうか。 
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  それでは、一応事務局案をベースにしながら、ただ細かい点はいろいろ疑問点として

出されたこともありますし、そういうのが出てきたということをあわせて教育委員会と

か文教委員会にもコメントを出していただきながら、向こう10年ぐらい乗り切っていこ

うというあたりでまとめさせていただいてよろしいですか。 

○教育支援課長 それでは、この案をもって現場の先生方ですとか、あるいは地域の方々、

保護者の方々の意見もできる限り聞いて、また第３回に報告をしたいと考えています。 

○会長 それでは、３回目の審議会のときにまたどういう反応が教育委員会、議会、それ

から市民の方から出てきたかということを報告していただいて、最終的な取りまとめを

この審議会で行うという運びにさせていただいてよろしいでしょうか。 

ありがとうございます。それでは、まだ配付されている資料がございますので、７ペ

ージから、８ページはもう説明されたので、10ページまでお願いします。 

○教育支援課長 そうしましたら、それでは残りの資料の７ページ、９ページ、10ページ

の説明をさせていただきます。 

  ７ページにつきましては、前回の審議会で大野田小学校区を変更するに当たって、地

域住民への周知説明の中でどんな意見が出て、どんなお答えをしたかということを求め

られましたので、そちら、主なご意見をここに掲載をしております。 

  大きく言いますと、１番、２番につきましては、学区を変更するのではなく、建物、

校舎の増築ですとか、あるいはこの大野田小学校の場合は体育館の建て替えなど、ハー

ドの部分で対応ができないかという意見が多く出ました。こちらについては、回答欄に

ありますとおり増築校舎は建てるのですが、４教室の増築校舎を建てるのが限界である

ということ、また体育館についても、市の公共施設の更新時期まで期間があるというこ

とで、なかなかすぐの建て替えは難しいということで答えております。 

  ３番は人口推計、これも人口推計どおり増加しないのではないかということが問われ

ました。こちらとしても、人口推計は非常に重要な目安でありますけれども、絶対的な

ものとは言い切れないので、大野田小学校の場合は、10年前にとった推計より上振れし

ているということがありましたので、やはりそれも見据えた上の着実な対応が必要であ

るという回答をしました。 

  ４番です。地域と学校とのつながりということで、やはりこちらも地域の協力なくし

て学校運営はできない。できる限り学区の変更というのは必要最小限にしつつ、それで

もなお学びの教室の場は確保しなければならない。それが教育委員会としての責務であ
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るというお話をしました。 

  ５番、６番については、いつ、どのように適用するかということで、今いる子につい

ては卒業まで認めるですとか、それぞれ兄弟でほかの学校というのはないということを

答えました。 

  ７番については、受け入れ側の学校、この場合は千川小学校ですけれども、こちらで

受けとめることができるのかということも問われました。こちらについては、こういっ

た学級数の基準となる人数と現状の比較についてお答えをしたところであります。 

  ９ページ、10ページにつきましては、前回、地域団体についてご紹介しましたが、さ

らに青少協、コミセン、福祉の会、防災の会以外の団体ということで、境地区の商店会、

老人クラブの掲載をしております。また、その下に境地区の主な行事、イベントという

ことで、イベントはもっとあるんですけれども、主なものをここに載せております。 

  あと、前回神社、氏子の話題も出ましたので、境地区については杵築大社というとこ

ろで、武蔵野市の場合、全市で４つの神社がありまして、吉祥寺地区、あと西久保地区、

関前八幡地区、境地区ということで、境地区については、第二小学校、境南小学校、桜

野小学校をカバーするのが杵築大社ということになっております。 

  あとは、境地区の特色としては、ＪＲの線路が高架化されたということから、南北一

体のまちづくりということがテーマとしてあるので、この境地区全体で行うような武蔵

境ピクニックとか、さかい夜市とか、境地区全体でやるようなイベントが今開催をされ

ているということがあります。 

  10ページにつきましては、学区とコミセン、あるいは地域社協との比較の図です。こ

の青い太い線が小学校区になります。上の地図については、赤い線がコミュニティの線

です。コミュニティの線については、主に町ごとに引かれていますので、大きく見ると

学区とは一致しない部分があるのかなというところです。下の図は福祉の会の線です。

こちらは、コミュニティと比較をすると割と小学校区に即した線の引き方になっている

かと思います。 

  ちなみに、今回の境２－22のところについては、コミュニティの線にしても、福祉の

会の線にしても、学区を変更しても大きな影響はないというふうに見ています。 

○会長 それでは、ただいまのご説明箇所につきまして、ご質問、ご意見ございましたら

お願いしたいと思います。 

○委員 今、コミュニティの地域や地域社協の地域には影響がないというお話だったんで
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すが、今既にお住まいのお子さんが桜野小に行き続けたければいけるということですが、

青少協の活動もそのままやれると考えていいわけでしょうか。 

○教育企画課長 青少協の委員会の設置要綱がありまして、範囲の規定がありまして、そ

れは小学校区に一致するということになっております。ただ、そこの学区に住んでいる

人は必ずそこの学校にならなきゃいけないかというと、自分の住んでいる学区外の青少

協で活動することもできるんです。ただし、主な役員、いわゆる委員長さんとか副委員

長さんにはなれないといったような縛りがございます。ですので、今回のような学区を

変更した場合に、そこの学区にお住まいの方で、ずっと私は桜野で青少協をやっていた

んだけれども、私は二小に移籍しなきゃいけないのと言われればそうではなくて、桜野

小で引き続き活動することはできます。 

○会長 いずれ団体のご意見を承るわけですよね。いろんな商店会なんかも含めて。だか

ら、そういう段階でまたそれぞれの団体からご意見がいただければ、３回目の審議会に

生かせるということになりますけれども、とりあえずここでいかがでしょうか。 

○副会長 ７ページについて、大野田小学校区変更に関する主な意見ということで、主な

ものが書いてあるんですけれども、その学区を変更した場合に通学路、登下校の道が変

わりますし、その距離等も変わってくると思うんですけれども、そういったことに関し

て特に意見というのはなかったのか、どうでしょうか。 

○教育企画課長 ほぼ変わらないので、あまり問題にはならなかったと思います。 

○副会長 あとは、やはり今通学路の安全確保といいますか、危険箇所等があってはいけ

ませんので、今回境二丁目22番で通学路が変更になるという上で、ぜひ通学の安全確保

ということについては、十分対応していただきたいなというふうに思っています。 

○会長 今回はこの事務局案をベースにしながら議会とか教育委員会とか市民の皆さんか

らご意見を承るということでまとめさせていただきますけれども、そのときにこの審議

会の中でもいろいろと附帯意見というか、現状維持できないのかとか、あるいは学区再

編という大きな中長期的な審議も必要ではないかというような議論も出てきたというこ

とをあわせて報告していただきたいと思います。 

──────────────────────────────────────────────── 

３ その他 

○教育支援課学務係長 次回、第３回につきましては、10月16日火曜日で予定させていた

だいております。時間は本日と同じ午後６時半からです。場所については、市民会館と
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いう場所で、改めて地図等送付いたしますが、武蔵境駅から徒歩で北へ５分程度のとこ

ろになりますので、またご案内をさせていただきたいと思っています。 

──────────────────────────────────────────────── 

◎閉会の辞 

○会長 それでは、本日の会合はこれで終了させていただきます。 

  どうもありがとうございました。 

午後 ８時１７分閉会 

 


